







		
	
	







第Ⅱ期 中小企業デジタル化応援隊事業は
令和４年２月２８日をもって終了しました。



	ご利用いただき誠にありがとうございました。

		令和４年２月２８日
中小企業デジタル化応援隊事業 事務局








	「謝金の不正受給による自主返還のお申し出」および「謝金返還請求についてのお問い合わせ」は、下記のメールアドレスよりご連絡ください。


	 ADE.JP.dx-henkan@jp.adecco.com






	また、昨年実施した支援の実態調査についても、未回答の方は、上記メールアドレスもしくは郵送でご回答ください。


	 郵送先：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1丁目22-2 新宿サンエービル6階
アデコ株式会社 中小企業デジタル化応援隊事務局







	 ※本調査にご協力いただけなかった場合、また不正行為が認められた場合、それぞれ利用規約第5条第5項又は第6項の規定に基づくIT専門家の登録取消並びに同規約第5条第7項の規定に基づき、IT専門家に支払った謝金等の返還を求めることがございます。また、調査の結果は、中小機構に報告するとともに、捜査機関への被害届の提出や調査情報等の提供を行う可能性がございます。
















	利用規約
	プライバシーポリシー
	©2022 Adecco Group





